
令
和
五
年
六
月
九
日

一

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

令

和

五

年

第

四

一

六

号

六

月

九

日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定  

一

道
路
の
供
用
開
始  

一

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

契
約
者
等
の
公
示
（
三
件
）  

一

ふ
ぐ
処
理
講
習
会
の
開
催  

三

落
札
者
等
の
公
示  

四

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名　
　

称

所　

在　

地

指
定
を
し
た
日

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
今
橋
四
丁
目
五
番

十
五
号

令
五
・　

四
・　

一

株
式
会
社
大
分
カ
ー
ド

大
分
市
中
央
町
二
丁
目
九
番
二
十
二
号

〃

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

〃

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

楽
天
ペ
イ
メ
ン
ト
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
五
号
Ｎ
Ｂ

Ｆ
品
川
タ
ワ
ー

〃

株
式
会
社
メ
ル
ペ
イ

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
十
番
一
号
六
本

木
ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー

〃

株
式
会
社
エ
ム
・
ピ
ー
・
ソ
リ
ュ

ー
シ
ョ
ン

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
十
番
四
号
オ
ー

ク
ラ
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
タ
ワ
ー
八
階

〃

Ｓ
Ｂ
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号
東
京
ポ

ー
ト
シ
テ
ィ
竹
芝
オ
フ
ィ
ス
タ
ワ
ー

〃

株
式
会
社
Ｄ
Ｇ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
三
丁
目
五
番
七
号

デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ト
ビ
ル
十
階

〃

ブ
リ
ッ
ジ
・
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ト
ゥ

モ
ロ
ー
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
七
丁
目
七
番
七
号

Ｓ
Ｇ
ス
ク
エ
ア
七
階

〃

二　

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等

　
　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
使
用
料
、
手
数
料
、
財
産
収
入
及
び
諸
収
入

三　

指
定
期
間

　
　

指
定
を
し
た
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
津
房
木
裳
線

宇
佐
市
安
心
院
町
松
本
字
津
房
口
一
五
九
番
四
二

か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
妻
垣
字
大
口
田
上
ノ
原
東
一
四

三
四
番
二
八
ま
で

令
五
・　

六
・　

九



令
和
五
年
六
月
九
日

二

大
分
県
報
（
公
告
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
借
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

　
　

電
子
計
算
機　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
室

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ　

専
務
取
締
役　

依　

田　
　
　

茂

　
　

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

一
億
千
四
百
五
十
六
万
六
千
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　

  　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

令
和
五
年
度
税
総
合
及
び
自
動
車
税
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
委
託
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
税
務
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
大
分
支
社　

支
社
長　

日　

高　

健　

司

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

五
千
五
百
三
十
八
万
七
千
二
百
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由

　

  　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

　

次
の
と
お
り
契
約
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
印
字
対
応
等
県
税
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
総
務
部
税
務
課

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
大
分
支
社　

支
社
長　

日　

高　

健　

司

　
　

大
分
市
東
春
日
町
十
七
番
五
十
八
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

六
千
五
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
の
理
由



令
和
五
年
六
月
九
日

三

大
分
県
報
（
公
告
）

　

  　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三

百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
ふ
ぐ
処
理
講
習
会
を
開
催
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

講
習
会
の
受
講
対
象
者

　
　

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
者
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
登
録
の
有
効
期

　

間
の
満
了
の
日
が
令
和
六
年
五
月
三
十
一
日
、
同
年
八
月
三
十
一
日
、
同
年
十
一
月
三
十
日
及
び
令
和
七

　

年
二
月
二
十
八
日
の
者

二　

講
習
会
の
開
催
期
日
及
び
場
所

開　

催　

期　

日

開　
　
　
　

催　
　
　
　

場　
　
　
　

所

①
令
和
五
年
九
月
十
九
日

別
府
市
山
の
手
町
一
二
番
一
号　

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

②
令
和
五
年
九
月
二
十
一
日

由
布
市
挾
間
町
挾
間
一
〇
四
番
地
一　

は
さ
ま
未
来
館

③
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日

大
分
市
大
字
下
郡
四
九
六
番
地
三
八　

大
分
県
教
育
会
館

④
令
和
五
年
十
月
六
日

国
東
市
武
蔵
町
古
市
一
一
〇
七
番
地
一　

武
蔵
中
央
公
民
館

⑤
令
和
五
年
十
月
十
一
日

大
分
市
大
字
下
郡
四
九
六
番
地
三
八　

大
分
県
教
育
会
館

⑥
令
和
五
年
十
月
十
三
日

佐
伯
市
長
島
町
一
丁
目
二
番
一
号　

佐
伯
総
合
庁
舎 
（
午
前
）

⑦
令
和
五
年
十
月
十
三
日

佐
伯
市
長
島
町
一
丁
目
二
番
一
号　

佐
伯
総
合
庁
舎 

（
午
後
）

⑧
令
和
五
年
十
月
十
七
日

中
津
市
豊
田
町
十
四
番
地
三
八　

中
津
文
化
会
館

⑨
令
和
五
年
十
月
二
十
日

別
府
市
山
の
手
町
一
二
番
一
号　

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

⑩
令
和
五
年
十
月
二
十
三
日

日
田
市
三
本
松
二
丁
目
三
番
一
号

日
田
玖
珠
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

⑪
令
和
五
年
十
月
二
十
五
日

大
分
市
大
字
下
郡
四
九
六
番
地
三
八　

大
分
県
教
育
会
館

⑫
令
和
五
年
十
一
月
二
日

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
浜
二
の
一
〇
七
番
地
五
六
二

臼
杵
市
中
央
公
民
館

⑬
令
和
五
年
十
一
月
七
日

 

宇
佐
市
大
字
辛
島
一
九
八
番
地
二　

宇
佐
商
工
会
議
所

三　

講
習
時
間
及
び
当
日
受
付
時
間

　
㈠
　
①
か
ら
⑤
及
び
⑦
か
ら
⑬

　
　
　

講
習
時
間
は
、
午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
四
十
分
ま
で

　
　
　

当
日
受
付
時
間
は
、
午
後
零
時
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
五
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

　

㈡　

⑥
の
み

　
　
　

講
習
時
間
は
、
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

　
　
　

当
日
受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
前
九
時
二
十
五
分
ま
で
と
す
る
。

四　

講
習
会
の
受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
及
び
場
所

　

１　

受
付
期
間　

令
和
五
年
八
月
十
六
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
金
曜
日
）
ま
で

　

２　

受
付
場
所

　
　
　

次
の
表
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
大
分
県
食
品
衛
生
協
会
の
各
支
部

支　

部　

名

所　
　
　

在　
　
　

地

 

国
東
支
部

 

国
東
市
国
東
町
安
国
寺
七
八
六
番
地
一　

東
部
保
健
所
国
東
保
健
部
内

 

速
見
支
部

 

速
見
郡
日
出
町
字
仁
王
山
三
五
三
一
番
地
二
四　

日
出
総
合
庁
舎
内

 

別
府
支
部

 

別
府
市
大
字
鶴
見
字
下
田
井
一
四
番
地
一　

東
部
保
健
所
内

 

由
布
支
部

 

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
三
七
番
地
二　

中
部
保
健
所
由
布
保
健
部
内

 

臼
杵
支
部

 

臼
杵
市
大
字
臼
杵
字
洲
崎
七
二
番
地
三
四　

中
部
保
健
所
内

 

津
久
見
市
支
部

 

津
久
見
市
港
町
一
番
二
一
号　

津
久
見
商
工
会
議
所
内

 

佐
伯
支
部

 

佐
伯
市
向
島
一
丁
目
四
番
一
号　

南
部
保
健
所
内

 
豊
後
大
野
支
部

 

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
九
三
四
番
地
二　

豊
肥
保
健
所
内

 
竹
田
支
部

 

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
手
一
五
〇
一
番
地
二　

竹
田
総
合
庁
舎
内

 

日
田
支
部

 

日
田
市
田
島
二
丁
目
二
番
五
号　

西
部
保
健
所
内

 

玖
珠
郡
支
部

 

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
塚
脇
一
三
七
番
地
一　

玖
珠
総
合
庁
舎
内

 

中
津
支
部

 
中
津
市
中
央
町
一
丁
目
一
〇
番
四
二
号　

北
部
保
健
所
内

 

宇
佐
支
部

 

宇
佐
市
大
字
法
鏡
寺
二
三
五
番
地
一　

宇
佐
総
合
庁
舎
別
棟
内 



令
和
五
年
六
月
九
日

四

大
分
県
報
（
公
告
）

 
豊
後
高
田
支
部

 

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
九
番
地　

北
部
保
健
所
豊
後
高
田
保
健
部
内

 

大
分
市
支
部

 

大
分
市
荷
揚
町
六
番
一
号　

大
分
市
保
健
所
内　

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
六
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

県
立
学
校
・
市
町
村
立
学
校
教
職
員
パ
ソ
コ
ン
用
Ｏ
Ｓ
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
教
育
庁
教
育
デ
ジ
タ
ル
改
革
室

　
　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

令
和
五
年
四
月
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
大
塚
商
会
九
州
支
店　

支
店
長　

瀧　

場　
　
　

誠

　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
二
丁
目
十
九
番
二
十
四
号

五　

落
札
金
額

　
　

八
千
二
百
三
十
一
万
四
千
一
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

　
　

令
和
五
年
二
月
十
七
日


